
設　計　図　書

契 約 番 号 第Ｒ８－ ２４ 号

委 託 業 務 名 Ｒ８日峯大神子広域公園特定施設等保守清掃委託業務

路 線 名 等 日峯大神子広域公園

委託業務箇所 徳島市大原町～小松島市中田町

履 行 期 間 令和　８年４月１日から　　　　　令和　９年３月３１日まで

工事概要
当初（変更前） 変更後

大神子テニスセンター、海岸松林（キャンプ場）
及びこども広場（日峯区域含む）の建物・施設等
一帯の清掃保守

　

　

　

　

　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

主任監督員 主任監督員

現場監督員 現場監督員



清掃保守に関する仕様書

この仕様書は 、日峯大神子広域公園の特定施設等の清掃 ・保守点検 ・管理等の業務

の実施にかかる仕様を示したものであ る 。

なお 、 この仕様書に示されていない事項であって も 、当該業務の契約に含まれ

る と判断 される業務については 、特に発注者の指示によ り実施する もの とす る 。

１ 業務に関する認識 と注意

受注者は、業務を実施するにあたっては 、 この業務が日峯大神子広域公園 （以下 、

「 公園 」 とい う 。 ） の各施設を常に良好な状態で保持し 、利用者の利便に供する

ためのものである こ と を充分に認識し 、 これに沿って所定の業務を適切に実施

する と と もに 、その利用を妨げる こ と のない よ う注意を払 う もの とす る 。

２ 業務の対象となる範囲

業務の対象となる範囲は、 テニスセン ター区域 、海岸松林区域 、 こ ど も広場区域 、

日峯区域など 。 （ 別添施設別作業実施基準表及び別添図面参照 ）

３ 作業の種別

作業の種別は 、次の区分によ る もの とす る 。

（ １ ） 日常作業 週単位で定められた日に実施する作業 。

（ ２ ） 水質検査 年単位で定められた日に実施する作業 。

４ 作業の実施日及び実施時間

（ １ ） 日常作業の実施日は 、各区域ご とに毎週定められた休日 （ 人員配置計画表に

よ る 。 ） を除 く毎日 とす る 。

①契約期間中において業務上 、特に必要と認め られた場合 、休日の入れ替え

及び人員の交代を実施する もの と し 、 その日 ・ 時についてはその都度 、別

に発注者が指定する 。



②契約期間中において受注者の都合によ り 、 余儀な く人員の交代及び休日の入れ

替え等を実施する場合は、 その都度 、発注者に対し報告し承諾を得る もの と

す る 。

（ ２ ） 作業実施時間は午前 ８時か ら午後 ５時 までの間 とする 。

（ 途中 １時間を休憩する もの とする 。実働 ８時間 ）

①契約期間中において業務上 、特に必要と認め られた場合 、変則的な勤務

（時差勤務及び超過勤務によ る相殺等 ） を実施する もの と し 、 その日 ・時に

ついてはその都度 、別に発注者が指定する 。

②契約期間中において業務上 、特に必要と認め られた場合 、必要箇所の開錠

及び施錠を実施するもの と し 、 その日 ・ 時についてはその都度 、別に発注者が

指定する 。

５ 作業実施基準

各施設ご との通常の作業は 、概ね別表の 「施設別作業実施基準表 」に よ り 、

実施する もの とする 。 （ 但 し 、施設別作業実施基準表以外に 、特に必要と認め られた

作業内容が発生した場合 、その状況に応じて実施する もの と し 、 その都度 、別に発注者が

指定する 。 ）

６ 受注者は 、契約締結後 、業務が開始する日までに 、作業に従事する者を記載した作業従

事者名簿 と作業従事者経歴書及び現場担当者緊急連絡先を発注者に提出する もの とする 。

なお 、作業従事者名簿に記載された者の う ち 、 １ 名 を主任作業員に選任し 、その

旨を記載してお く こ と 。

ま た 、受注者は 、作業従事者名簿及び現場担当者緊急連絡先の記載事項に変更がある

と きは 、 その都度 、発注者に届けでる 。

7 収集した廃棄物は、園内にある廃棄物集積場で仮保管する もの と し 、集積場周辺の

美観 、衛生面には細心の注意を払 う こ と 。

特に夏季については 、常に良好な環境状態で保持できる よ う 充分に配意する こ と 。

落葉 、落枝や草類等についても同様 とする 。



ま た 、土砂除去清掃で発生した土砂については所定の場所 （ テニスセン ター自由広

場もし くは こ ど も広場土捨場 ）で処理する こ と 。

8 作業の実施に必要な資材及び機器は、すべて受注者の負担とす る 。但 し 、発注者の承認を

得た場合のみ 、発注者の所有する機器等を使用するこ とがで き る 。

9 作業実施中 、その対象施設に 、なん らかの異常または事故 、損傷 、落書き 、不法投

棄等がある こ と を知った と き 、 ま た 、 こ ど も広場日峯区域においては屎尿汲取 り状

況等 、その時点で直ちに現場作業員は発注者に対し確実に報告する もの とす る 。

10 作業実施中は、施設及び設備等をき損または 、紛失する こ と のない よ う 、 充分に

配意する もの とする 。万が一 、作業員が施設及び設備等をき損または 、紛失 させた

と きは 、 その時点で直ちに現場作業員は発注者に対し確実に報告する もの と し 、 その状況

に応じて 、受注者がその責を負 う もの とする 。

11 作業実施中は、清掃作業のみでな く 、常に保守点検を行い 、火災 、盗難 、風紀及び

衛生に留意し 、 なん らかの異常を発見し 、 ま たは 、危険を感 じた と きは 、その時点で

直ちに現場作業員は発注者に対し確実に報告する もの とす る 。

12 作業実施中に作業員が第三者に対して危害を加え 、損傷を負わせた と き 、 ま たは 、

作業員に事故若し くは災害が発生した と きは 、 その時点で直ちに現場作業員は発注者に対

し確実に報告するもの と し 、 すべて受注者がその責を負 う もの とす る 。

13 作業実施にあたって 、施設 、設備等の鍵を使用する必要がある と きは 、主任作業員

が発注者に申し出て鍵を受け取 り 、 その使用が終了した と きは直ちに発注者に返却する もの

とする 。 （ 但 し 、 長期にわた り 、借用する ものについては預か り書を提出するもの と

す る 。 ）

ま た 、 窓 、扉等の閉鎖 、消灯 、火気及び施錠の確認を確実に行 う もの とする 。



14 受注者は毎月末までに次月の作業従事者勤務表を作成し 、発注者に提出するもの とする 。

15 受注者は 、毎月 ３日までに 、前月の作業実績を と り ま とめた作業実績報告書を作成し 、

発注者に提出する もの とする 。 （ 受水槽水質定期検査を実施した と きは 、 その都度 、提出

するもの とする 。 ）

16 業務委託料の支払いについては発注者は受注者の請求により３ヶ月毎に支払うもの

とする。

17 作業実施中 、作業従事者である こ と を明確にさせ るため 、作業員は作業服 （制服及

び名札 ） を着用する もの とする 。 （ 正規の作業服を着用しない作業員は 、作業に従事

させない もの とする 。 ）

18 施設管理上 、特に必要と認め られた場合 、発注者の指示によ り対象施設 ・設備の簡易な

小修理や原状復旧のための作業を実施するのもの とす る 。 また 、発注者の指示がない場合

で も現場作業員自身が必要と判断 した場合は 、対象施設 ・ 設備の簡易な小修理や原状

復旧のための作業を実施するのもの とする 。 （ 補助作業 、不定期作業等 ）

19 発注者は随時に 、作業の実施状況を点検し 、作業が適切を欠 く と認め られた と きは 、

受注者に対し作業の手直しを指示する もの とする 。

受注者は発注者から指示を受けた と きは 、直ちに作業を手直しし発注者に報告する もの と

す る 。

20 発注者及び受注者は、 この仕様書に拠 り難い事情がある と認め る と きは 、双方の協議に

よ り解決を図 る もの とする 。



受水槽に関する仕様書

１ 業務の目的と認識

飲料水の衛生確保に支障をきたす こ と のない よ う 、適正な管理 、水質に関する適正な

検査 、清掃を実施するこ と によ り汚濁汚染の防止 、飲料水の衛生の確保を図る こ と を目

的 とする 。

２ 業務の対象となる施設

１ ） 大神子テニスセン ター飲料受水槽 （ 簡易専用水道 ）

２ ） こ ど も広場飲料受水槽 （ 小規模受水槽水道 ）

３ 清掃業務等の実施作業内容

１ ） 作業準備

① 登録証明書

都道府県知事の許可した登録業者である こ と 。

② 資格 ・ 免状

作業の監督者または従事者のいずれかが 、飲料受水槽清掃業に関する所定の

講習または研修の修了者である こ と 。

③ 健康管理

イ ）従事者は着工前及び概ね ６ ヶ月ご とに健康診断を受ける こ と 。

（ 健康診断書提出のこ と 。 ）

ロ ） 健康診断の結果 、健康状態の不良の者は作業に従事しない こ と 。

④ 作業衣及び使用器具の衛生管理

作業衣及び使用器具は 、受水槽の清掃専用のもの とする こ と 。 ま た 、作業に当

たっては 、作業衣及び使用器具の消毒を行なった ものを使用し 、作業を衛生的

に行 う こ と 。

⑤ 事故防止

受水槽内の照明 、換気等に充分注意して事故防止を図る こ と 。



２ ） 作業方法

① 受水槽の水抜き

② 槽内機器の点検

③ 受水槽内の清掃

イ ） 高圧洗浄機に よ る洗浄 （ １ ５㎏／ ｃ㎡の圧力によ る 。 ）

ロ ） 槽内の沈澱物質 、浮遊物質及び壁面等に付着した物質を除去し 、洗浄に

用いた水を完全に排除する と と もに受水槽周辺の清掃を行 う こ と 。

④ 洗浄汚水の排水

⑤ 作業点検

⑥ 消毒

イ ）消毒薬は有効塩素 ５ ０～ １ ０ ０ ｐ ｐ ｍの濃度の次亜塩素酸ナ ト リ ウ ム

溶液も し くは これ と同等以上の消毒能力を有する塩素剤を使用する こ と 。

ロ ） 消毒は受水槽内の全壁面 、床及び天井の下面について 、消毒薬を高圧洗浄

機も し くは専用噴霧器等を利用して行 う こ と 。

ハ ）塩素剤を用いて ２回以上受水槽内の消毒を行ったあ と 、 消毒排水を完全に

排除する と と もに 、消毒終了後は 、受水槽内に立ち入 らない こ と 。

⑦ 水張点検

イ ）消毒後の水洗い及び受水槽内への上水の注入は、消毒後少な く と も ３ ０ 分

以上経過してか ら行 う こ と 。

ロ ） 上水の注入時に水道引込管内等の停滞水や管内の も らい さび等が水槽内に

流入しないよ うにす る こ と 。

ハ ）水張 り終了後 、給水栓及び受水槽における水について 、水質検査及び残留

塩素の測定を行 う こ と 。

⑧ 作業完了検査

作業完了後は最終検査を実施し 、報告書を作成する こ と 。

※ 上記の作業は 、 ２槽水槽に関しては １槽毎に実施し 、作業完了検査後に残 りの

も う １ 槽の作業を実施するこ と 。 （ 作業手順は同じ 。 ）

＊ 高置水槽または圧力水槽の作業は原則と して同じに日に行 う こ と 。



４ 各機器類の点検

作業時に各部品 ・ 機器類の状態を点検し 、必要に応 じ調整 ・点検するこ と 。

① 水槽内部 （清掃時に行 う こ と 。 ）

② 水槽外周 ・外壁

③ 水槽本体

④ 水槽上部

⑤ マンホール

⑥ オーバーフロー管

⑦ 通気管 （防虫網含む ）

⑧ 水抜き管

⑨ 給水管

※ 上記点検の結果に基づき 、修理 ・ 取替えの必要のある と きは 、怠る こ とな く速や

かに発注者に報告する こ と 。

５ 水質検査及び残留塩素測定

１ ） 水質検査は給水栓及び受水槽における水について実施する こ と 。

２ ） 残留塩素測定は給水栓及び受水槽における水について実施する こ と 。

３ ） 残留塩素測定は 、原則 と し て水質検査と同時に実施する もの とす る 。

４ ） 水質検査は 、水道法によ る １ １ 項目及び簡易専用水道 （小規模受水槽 ）について

必ず専門機関に委託して実施する こ と 。

① 水道法に基づ く １ １ 項目

イ ）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

ロ ）過マンガン酸カ リ ウ ム消費量 （ 有機物等 ）

ハ ）塩素 イオン

ニ ） 一般細菌

ホ ） 大腸菌群

ヘ ） 鉄

ト ） ｐ Ｈ値



チ ）臭気

リ ） 味

ヌ ） 色度

ル ）濁度

② 水道法第 ３ ４条の ２第 ２項に基づ く簡易専用水道検査

（小規模受水槽水道検査は簡易専用水道検査に準ずる 。 ）

③ 専門機関によ る立ち入 り検査

（清掃作業の実施報告書を検査日までに発注者に提出する こ と 。 ）

５ ） 上記検査の結果 、供給する水の水質に異常が認められた場合は、直ちにその旨を

発注者に報告し 、速やかに原因の究明を行い 、良質な飲料水の確保を行 う こ と 。

６ 作業実施項目

① 受水槽の清掃

② 水道法によ る １ １ 項目

③ 簡易専用水道検査 （ 小規模受水槽水道 ）

④ 専門機関によ る立入検査

７ 作業実施日

実施日については 、以下のものを提出 し 、担当職員 と協議して承認を得た うえで実施

するもの とする 。

① 作業従事者の健康診断書

② 作業監督者または作業従事者の所定の資格証明書 （写 ）

③ 飲料受水槽清掃業登録証明書 （ 写 ）

④ 作業実施計画書

⑤ 作業従事者名簿

⑥ 作業実績



８ 報告

作業終了後 、遅滞な く報告書を発注者に提出する こ と 。

（ 報告書には必ず 、作業の状況を撮影した写真を添付する こ と 。 ）

９ その他

受水槽の清掃の手順 ・ 方法及び受水槽の水質検査等の項目 ・ 義務については 、

各種法律によ る 。



○日常作業

施設の状況や職員の指示にしたがって、作業を実施すること。

区域 対 象 施 設 名

・管理棟 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｌ

・運営棟 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｌ

・便所棟 Ａ Ｂ Ｃ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｌ

・炊飯棟 Ａ Ｃ Ｄ Ｇ Ｍ Ｏ

・海岸松林 Ｄ Ｎ Ｐ

・テニスコート周辺 Ｃ Ｄ Ｋ Ｍ Ｎ Ｑ

・側溝 Ｄ Ｎ

・緑地帯 Ｄ Ｎ

・駐車場 Ｄ Ｋ Ｍ

・駐輪場 Ｄ Ｋ Ｍ Ｑ

・遊具 Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｋ Ｌ Ｍ

・便益施設 Ｄ Ｇ Ｋ Ｌ Ｍ

・遊具 Ｃ Ｄ Ｅ Ｇ Ｋ Ｌ Ｍ

・便所棟 Ａ Ｂ Ｃ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｌ

・ｻﾆﾀｰ棟 Ｄ Ｇ Ｋ Ｌ Ｍ

・駐車場 Ｄ Ｋ Ｍ Ｑ

・駐輪場 Ｄ Ｋ Ｍ

・便益施設 Ｄ Ｇ Ｋ Ｌ Ｍ

・側溝 Ｄ Ｎ

・緑地帯 Ｄ Ｎ

・日峯山園路 Ｄ Ｏ Ｑ

○特定作業

Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ

Ｒ Ｓ Ｔ Ｕ Ｖ

対 象 施 設 名

・管理棟

・運営棟

　作　　業　　内　　容

別紙「施設別作業実施基準表」

作業頻度

　作　　業　　内　　容 作業頻度

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
区
域

こ
ど
も
広
場
区
域



（日常作業）

Ａ 　床掃き掃除

Ｂ 　床水拭き（雑巾orモップ）

Ｃ 　水洗浄（炊飯棟耐火レンガは水洗浄しないこと）

Ｄ 　紙屑・塵芥収集（ゴミ、落葉、落枝等の収集）

Ｅ 　手摺り・扉拭き

Ｆ 　洗面台・衛生陶器類洗浄（トイレブース、パネルは水洗浄しないこと）

Ｇ 　内・外ガラス拭き・照明器具拭き・クモの巣除去

Ｈ 　鏡拭き上げ

Ｉ 　トイレットペーパ・水石鹸補充

Ｊ 　汚物処理

Ｋ 　除草（植栽地は除く）

Ｌ 　拭き仕事

Ｍ 　掃き仕事

Ｎ 　土砂除去

Ｏ 　点検

Ｐ 　不特定作業（台風等の災害時の片付け手伝い等その都度必要と認められたもの

Ｑ 　空き缶収集

（特定作業）

Ｒ 　床面洗浄ワックス処理

Ｓ 　内・外窓ガラス清拭

Ｔ 　照明器具清拭

Ｕ 　洗浄・清拭・整備

Ｖ 　ブラインド拭き



（日常作業）

Ａ ・・・床掃き掃除

Ｂ ・・・床水拭き（雑巾orモップ）

Ｃ ・・・水洗浄（炊飯棟耐火レンガは水洗浄しないこと）

Ｄ ・・・紙屑・塵芥処理（ゴミ、落葉、落枝等の収集処理）

Ｅ ・・・手摺り・扉拭き

Ｆ ・・・洗面台・衛生陶器類洗浄（トイレブース、パネルは水洗浄しないこと）

Ｇ ・・・内・外ガラス拭き・照明器具拭き・クモの巣除去

Ｈ ・・・鏡拭き上げ

Ｉ ・・・トイレットペーパ・水石鹸補充

Ｊ ・・・汚物処理

Ｋ ・・・除草（植栽地は除く）

Ｌ ・・・拭き仕事

Ｍ ・・・掃き仕事

Ｎ ・・・土砂除去

Ｏ ・・・点検

Ｐ ・・・不特定作業（台風等の災害時の片付け手伝い等その都度必要と認められたもの

Ｑ ・・・空き缶収集

（特定作業）

Ｒ ・・・床面洗浄ワックス処理

Ｓ ・・・内・外窓ガラス清拭

Ｔ ・・・照明器具清拭

Ｕ ・・・洗浄・清拭・整備

Ｖ ・・・ブラインド拭き



　内　　訳　　表

単　位 単　　　　価   摘　　　　　　　要

清掃保守業務

委託業務人員算出表

日常作業 人 822 13,800 11,343,600 第６号単価表

受水槽水質定期検査 回 1 183,370 183,370 第１号単価表

特定作業 式 1 92,400 92,400 第５号単価表

直接業務費 11,619,370

直接物品費 式 1 464,775 0.0400

純 業 務 費 12,084,145
0.13×0.8

業務管理費 式 1 1,256,751 0.1040

業 務 原 価 13,340,896
0.14×0.7

一般管理費等 式 1 1,494,180 0.1120

業 務 価 格 14,835,076

改　　　　め 14,835,000

消 費 税 等 式 1 1,483,500 10%

保 全 業 務 費 計 16,318,500

名　　　　　　　　　　　称 数　　　　量



第1号単価表
工種 1.0 回当り

名　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

式 1 57,530 第2号単価表

〃 1 57,530 第3号単価表

〃 1 31,790 第4号単価表

計 146,850

第2号単価表
工種 1.0 式当り

名　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

31,790

人 1 18,900 18,900

〃 1 10,000 10,000

機材等損料 式 1 2,890 労務費10％

水質等検査業務 25,740

回 1 5,500 5,500 水道法による11項目

〃 1 14,300 14,300 水道法第34条による

上記検査採取費・輸送費 式 1 5,940 水質検査手数料合計の30％以内

計 57,530

受水槽検査等業務

受水槽水質定期検査

テニスセンター

こども広場（駐車場）

こども広場（芝生広場）

受水槽水質定期検査（簡易専門水道）テニスセンター

保全技術員

清掃員C

水質検査手数料（11項目）

水質検査手数料（簡易専門水道）



第3号単価表
工種 1.0 式当り

名　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

31,790

人 1 18,900 18,900

〃 1 10,000 10,000

機材等損料 式 1 2,890 労務費10％

水質等検査業務 25,740

回 1 5,500 5,500 簡易専用水道に準ずる

〃 1 14,300 14,300 簡易専用水道に準ずる

上記検査採取費・輸送費 式 1 5,940 水質検査手数料合計の30％以内

計 57,530

第4号単価表
工種 1.0 式当り

名　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

人 1 18,900 18,900

〃 1 10,000 10,000

機材等損料 式 1 2,890 労務費10％

31,790

受水槽水質定期検査（小規模受水槽水道）こども広場（駐車場）

受水槽検査等業務

保全技術員

清掃員C

水質検査手数料（11項目）

〃　　　　　（小規模受水槽水道）

受水槽水質定期検査（小規模受水槽水道）こども広場（芝生広場）

受水槽検査等業務

保全技術員

清掃員C



第5号単価表
工種 1.0 回当り

名　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

人 1 13,700 13,700

〃 5 10,000 50,000

同資器材費 式 1 3,185 労務費5％

66,885

第6号単価表
工種 1.0 人当り

名　称 規　格・寸　法 単位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

人 1 10,000 10,000

10,000

清掃員C

特定作業（管理棟･運営棟）

特定作業（管理棟･運営棟）

清掃員A

清掃員C

日常作業

日常作業



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

配　置 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3
作業人数 12 12 8 10 10 8 12 72 15 12 8 8 8 10 15 76 12 15 10 8 8 8 12 73 12 12 8 10 10 10 12 74

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30
30 31 4

配　置 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3
作業人数 15 15 8 8 8 8 15 77 12 12 10 10 8 8 12 72 12 12 8 8 10 10 15 75 15 15 8 8 8 8 12 74

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31

31

配　置 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3
作業人数 8 8 5 10 5 8 8 52 10 8 4 8 4 10 10 54 8 8 4 8 4 8 8 48 12 15 10 10 8 8 12 75

日
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８月 ９月 １０月 １１月

令和８年度　委託業務人員算出表

４月 ５月 ６月 ７月

１月 ２月 ３月

365
作業人数合計 822

１２月








